
JP 2018-24733 A5 2019.9.19

10

20

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】令和1年9月19日(2019.9.19)

【公開番号】特開2018-24733(P2018-24733A)
【公開日】平成30年2月15日(2018.2.15)
【年通号数】公開・登録公報2018-006
【出願番号】特願2016-156099(P2016-156099)
【国際特許分類】
   Ｃ１０Ｍ 173/02     (2006.01)
   Ｃ１０Ｍ 105/60     (2006.01)
   Ｃ１０Ｍ 129/26     (2006.01)
   Ｃ１０Ｎ  30/00     (2006.01)
   Ｃ１０Ｎ  40/22     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ１０Ｍ  173/02     　　　　
   Ｃ１０Ｍ  105/60     　　　　
   Ｃ１０Ｍ  129/26     　　　　
   Ｃ１０Ｎ   30:00     　　　Ｚ
   Ｃ１０Ｎ   40:22     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和1年8月8日(2019.8.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）アミノ基を２以上有するポリエーテルアミン類と、（Ｂ）カルボン酸と、（Ｃ）
水と、（Ｄ）界面活性剤、防腐剤、防錆剤、消泡剤、極圧添加剤、無機塩、及び鉱物油か
ら選択される少なくとも１種とからなる超硬合金用水溶性切削研削油剤。
【請求項２】
　前記（Ａ）アミノ基を２以上有するポリエーテルアミン類として、下記一般式（１）、
（２）及び（３）で表される化合物のうち１以上を含むことを特徴とする請求項１記載の
超硬合金用水溶性切削研削油剤。
【化１】

（ただし、Ｒは炭素数２以上の直鎖アルキル基を示す。また、ｎ、ｘ、ｙ及びｚはそれぞ
れ１以上の整数である。）
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【化２】

（ただし、ｘは１以上の整数である。）

【化３】

（ただし、ｘ、ｙ及びｚはそれぞれ１以上の整数である。）
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